
平成２５年２月２８日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉名市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：九州看護福祉大学 

委託内容：市民後見人養成研修の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  研修の名称 

    玉名市市民後見人養成研修 

 

２  研修対象者 

    ・年齢 20歳以上 70歳未満（平成 24年 4月 1日現在） 

    ・市内在住及び近隣市町在住で、成年後見制度及び高齢者や障がい 

      者に対する福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康な方 

  

３  研修カリクラム等 

    ・基礎研修・実務研修（合計 50時間）、という構成で、市民後 

見人養成講座プロジェクト会議（メンバー：玉名市、大学、社会福祉

協議会、社会福祉士等）で策定する。 

 

４  講師 

    ・市職員、大学、社会福祉協議会職員、弁護士、司法書士等 

 

５ 募集要項 

  別途 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成 24年 6月   成年後見事前勉強会 

          7月  第 1回市民後見人養成講座プロジェクト会議（随時開催） 

9月  研修カリキュラムを策定 

         10月  研修受講者募集 

         10月  選定委員会 

11月  市民後見人養成研修開講式 

 2月 市民後見人養成研修修了式 

 

備      考 

 

 

 

別添 



平成２５年２月２８日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉名市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：九州看護福祉大学 

委託内容：市民後見人のニーズ等に関する実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  市民後見人のニーズ等に関する実態把握 

    市民後見人養成講座プロジェクトのメンバーで調査票、調査方法等を 

  検討 

 

２  市民後見推進のための検討会の準備 

  （1）構成メンバー 

     市、市社会福祉協議会、家庭裁判所、弁護士、司法書士、社会福祉士、 

     民生委員など 

（2）検討内容 

     ・市民後見人のあり方 

     ・市民後見人の具体的な活動内容 

・市民後見人と関係機関の連携及び支援 

     ・市民後見人の養成研修カリキュラムの検討・作成・養成研修 

     ・市民後見人の選任のあり方 

 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成 24年 10月  市民後見人養成講座プロジェクト会議開催（随時開催） 

         12月   実態調査実施 

                第 1回検討委員会開催 

平成 25年 1月   第 2回検討委員会開催 

3月   実態調査結果取りまとめ 

  検討結果取りまとめ 

 

 

備      考 

 

市民後見推進事業実施要綱及び市民後見推進事業検討委員会設置要綱を

策定し、身近な市民が支える仕組みづくりを検討する。 

 

 

別添 


